
第５回　幹事会　議事録

１．日　時　２０２４年８月２３日（金）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　所　大阪弁護士会館１００４会議室＋Zoomミーティング
１．出席幹事　
出席幹事の数　　　　　　　リアル６名＋zoom２３名
委任状による出席幹事の数　２６名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長岩本朗は本幹事会の議長として副幹事長小野順子を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】
１【決議】定時総会（９月２５日１８時～）の議題について
　（１）２０２３年度決算承認
　　　　　決算は総会の承認事項であるが、幹事会でも承認をいただくべきと考える。監査報告書はまだ間に合っていないので次回報告予定である。
　（２）幹事の選任　６６期・金星姫会員
　　　　６６期の幹事が欠員になっていたため、総会において選任していただく予定である。
　（３）春秋会会則改正（幹事の選任について）
　　　　幹事長：
①幹事の選任について
　幹事の選任は総会決議事項であるが、来年度の新入会員が４月入会の予定で、３月総会で選任することができない。また傷病等によって幹事に欠員がでることもある。現状の規定では次の総会で選任するまで欠員が生じてしまうことになり、好ましくない。そこで、幹事長で新たな幹事を選任できることとし、その選任について次の総会で承認を要することとした。
②幹事長の責務
２０１９年１２月総会で、会則の４条と６条が改正された。しかし、これを引用した第７条の修正がなされておらず、条ずれが生じていた。これを修正する。
　（４）会費規則改正
前回の幹事会で指摘のあった部分についてはすでに修正を加えている。今回は、新入会員の入会時期が４月１日以降になることから、免除の期間について加筆している。
上記(1)乃至(4)の議題について、いずれも定時総会に上程することが賛成多数で承認された。

２　新入会員の報告　𠮷川亮太会員（７６期・大阪法律事務所）
　　新入会員の入会については、特段の事情のないかぎり正副幹事長会に一任されており、正副幹事長会にて当該会員の入会を承認したことを報告する。

３　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）選考委員会（委員長：村瀬謙一）
この後１３時から、第３回選考委員会が開催される。立候補いただいた河野豊会員の信任投票の結果報告及び第１回でも協議された選考委員会の運営についての議論状況について報告・議論したい。

（２）政策委員会（担当副幹事長：河野豊）
①「政治と金」が７月２４日に行われた。好評であった。
②「人権救済・人権調査」が１１月１３日に開催される。加藤高志会員と河野豊会員等。
③「内部通報・公益通報者保護」は来年３月６日に決まった。

（３）広報委員会（委員長：河野雄介）
　①会報秋号を準備中で、９月２５日頃完成予定。特集１は「政治とカネ」、特集２は「能登半島のいま」で８月３、４日に取材旅行にいってきた。
　　　②ニュースレターは９月号を準備中である。

（４）研修委員会（委員長：山本婦紗子）
　　　①梅乃宿酒造見学と製造体験を９月７日に開催される。親睦委員会との共催。
　　　　参加予定者１４名
②春秋の日　９月２０日１８時～＠スミレおおさか
　　　　～松丸先生をお呼びして過労死問題について
　　　　１回目の告知はしたが、まだまだ参加者募集している。

（５）親睦委員会（担当副幹事長：板﨑遼）
①地引網・アウトドア企画は確認中。
②ワインの夕べはリーガロイヤルホテルがリニューアル工事のため、別の会場で開催することも検討している。
③新人歓迎旅行。JTBから提案書をいただいている。１０万円を超えると負担が大きくないかと言う意見等がでている。
幹事長：相見積もりをとって、値段が下がらないか検討ください。

（６）若手会（世話役代表：前野陽平）
　　　①親睦委員会との共催のサマーフェスは無事開催された。
②浦先生による第２回破産研修が８月２８日に開催される。
③若手会ビアガーデン９月２７日はANAクラウンを予約済み
④会派若手対抗ゴルフは１１月３０日に決まった。

４　大弁会務報告 （副会長：松井淑子）
（１）eラーニングサイトの利用停止について
・日弁連は８月から随時ユーチューブを利用
・大弁は９月頃からLstepサービスが無償で利用できるということなので、もともとある３００本程度の中から登録要件となっている研修などを中心に５０本ほどの研修をセレクトしていく予定である。
・要件の緩和についても議論されたが、受講義務１０単位は維持される方向である。
・業者と交渉しており、再構築は無償でしてくれるということだが、新たにセキュリティをパワーアップするための契約に年間１０００万円以上かかる（上：３０００万、中、下：１０００万）との話になっている。費用を含め交渉中。

Ａ会員：そもそも原因はなんなのか。
副会長：大阪弁護士会のサイトが攻撃を受けた。ＳＥが業者にバージョンアップを依頼していたが、業者の対応が遅れていた。
Ａ会員：バージョンの話ではなくて、セキュリティのアップデートの問題ではないのか。１０００万もかかるような話ではなくて、単にセキュリティの更新をしておけば良いだけの話ではないのか。１０００万円は過剰である。ＳＥに同席していただいて、業者に対しておかしいということを言うべき。
（２）研修企画等の広報・周知のあり方
レターケース、棚置きが廃止されたが、会員ページはわかりにくいところもあり、大事な研修や案内が埋まっている可能性があり、改善方法を検討中である。
（３）弁護士会としての課題
①不透明な財務状況
昨年度は赤字で繰越金が減った。単年度だけでなく、２、３年先を見越して横断的に検討できるようにＰＴ設置を考えている。
②金銭関係
会務有償化の拡大と適正価額についても検討。
外部講師への報酬のあり方も検討。
③懲戒事例の多発傾向。どのような取り組みができるのかを検討している。
（４）法改正関係
政策要望を提出

Ｂ会員：赤字、繰越金はいくらくらいなのか。
副会長：これまで過去１０年くらいは繰越金が増えていて約２９億円になっていたが、昨年度２００万円ほど赤字になっている。さらに、今年度はＩＴ関係、例えば会館のＷｉ-Ｆｉの取り換え４０００万円がすでに組み込まれており、そのまま執行すれば５億円の赤字になって、とてもそのまま執行はできない。予算が機能していない状況であり、ＰＴを作ることを検討している。
Ｃ会員：予算は赤字であるが執行で調整してきたのは、これまでも毎年続いてきたことであって、今年が特別ではないことは付言しておく。
５　　各種行事の案内 
　　　　９月２５日　　　９月総会＠大阪弁護士会館２０１・２０２会議室
１０月３、４日　　日弁連人権大会＠名古屋（３日１９時～懇親会）
１０月２０日　　　大阪弁護士会　運動会＠万博記念公園
１２月２０日　　　１２月総会＠大阪弁護士会館２０３・２０４会議室

　　　　以　　上

